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障
が
い
者
に
対
し
て
医
療
費
の
一

部
を
助
成
す
る
障
が
い
者
医
療
費
の

助
成
対
象
者
を
次
の
と
お
り
変
更
し

ま
す
。

改
正
点

●
４
月
か
ら

 

新
規
65
歳
以
上
は
対
象
外
に

　

65
歳
以
上
に
な
っ
て
か
ら
新
た
に

障
が
い
者
に
認
定
さ
れ
た
方
は
助
成

対
象
外
と
な
り
ま
す（
65
歳
に
達
す

る
以
前
か
ら
認
定
さ
れ
て
い
る
方
は

引
き
続
き
助
成
対
象
で
す
）。

 

新
規
身
体
障
が
い
４
級
は
対
象
外
に

　

新
た
に
身
体
障
害
者
手
帳
４
級
に

認
定
さ
れ
た
方
は
助
成
対
象
外
と
な

り
ま
す（
現
在
受
給
資
格
の
あ
る
方

は
引
き
続
き
助
成
対
象
で
す
）。

●
10
月
か
ら

 

所
得
制
限
を
導
入

　

本
人
の
所
得
が
左
表
の
所
得
制
限

額（
特
別
障
害
者
手
当
に
お
け
る
所

得
限
度
額
）を
超
え
る
場
合
は
助
成
の

対
象
外
と
な
り
ま
す
。

　

町
に
住
民
登
録
の
あ
る
方
が
死
亡
し
、

他
市
町
村
の
火
葬
場
を
利
用
し
た
場
合
、

そ
の
火
葬
料
の
補
助
を
行
な
っ
て
お
り

ま
す
。

　

こ
の
助
成
額
が
平
成
26
年
4
月
1
日

か
ら
変
更
と
な
り
ま
す
。

　

変
更
後
の
助
成
額
は
次
の
と
お
り
で

す
。

問　

町
民
課　

☎
内
線
２
７
２

 

助
成
対
象
者

　

所
得
制
限
額
を
超
え
、
助
成
対
象

で
は
な
く
な
る
方
に
は
、
そ
の
旨
の

通
知
を
、
所
得
制
限
額
以
下
で
、
引

き
続
き
助
成
対
象
と
な
る
方
に
は
、

新
し
い
医
療
証
を
そ
れ
ぞ
れ
９
月
末

ま
で
に
郵
送
し
ま
す
。

問　

障
害
福
祉
セ
ン
タ
ー

　

☎（
73
）４
５
３
０

　

町
で
は
幅
員
４
ｍ
未
満
の
道
路
に
対
し
て
そ
の
拡
幅
を

行
う
た
め
に
狭
あ
い
道
路
等
拡
幅
整
備
要
綱
を
定
め
て
い

ま
す
。

　

拡
幅
を
行
う
部
分
の
用
地
は
、
有
償
ま
た
は
寄
附
に

よ
り
町
が
取
得
し
ま
す
が
、
別
表
の
と
お
り
平
成
26
年

４
月
よ
り
、
有
償
の
場
合
の
土
地
購
入
単
価
が
変
更
と

な
り
ま
す
。

　

今
後
も
緊

急
車
両
等
の

通
行
に
支
障

と
な
る
狭
あ

い
道
路
の
拡

幅
に
つ
い
て

ご
理
解
、
ご

協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

問　

建
設
課　

☎
内
線
２
３
４

期　　　　間
補助金の額
（上限額）

平成26年３月31日まで 95,000円

平成26年４月１日～平成27年３月31日 80,000円

平成27年４月１日～平成28年３月31日 65,000円

平成28年４月１日以降 50,000円

※「期間」は火葬料を支出した日となります。

◎所得制限額

扶養親族の数 本人の所得額

0人 360万4,000円

1人 398万4,000円

2人 436万4,000円

3人 474万4,000円

※以下、扶養親族が１人増すごとに
　38万円加算

身体障がい 知的障がい 精神障がい

１級 ２級 ３級 ４級 A１ A２ B１ １級 ２級

現在 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

H26年４月～ ◯ ◯ ◯ × ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

※H26年10月からは、所得制限で助成対象外となる場合があります。

現　行 平成26年４月～

土
地
購
入
単
価

○固定資産評価額の

　30％

○固定資産評価額の 15％（建築

確認申請が必要な行為で後退義務

が発生する場合）

○固定資産評価額の 30％（建築

後退を伴わない土地の後退）


